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□平成 25 年度一般会計決算
□ 11 月は児童虐待防止推進月間です
□国民年金の手続きはお済みですか？
□平成 26 年秋季火災予防運動統一標語
　「もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ」

Topic

ノスタルジックな世界へようこそ
クラシックカーレビューIN高畠2014

Public relations of Takahata-town,Yamagata in Japan

人口と世帯数

10 月１日現在

人口 24,630 人

男 11,960 人

女 12,670 人

世帯数 7,525 世帯

®



CLASSIC CAR REVIEW
in TAKAHATA 2014

秋
晴
れ
に
恵
ま
れ
た
10
月
19
日

㈰
、２
年
に
一
度
の
ビ
ッ
グ
イ
ベ
ン

ト
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
カ
ー
レ
ビ
ュ
ー
IN

高
畠
２
０
１
４
」が
開
催
さ
れ
、町
内

外
か
ら
約
４
万
８
千
人
が
来
場
し
ま

し
た
。

全
国
か
ら
２
１
７
台
の
ク
ラ
シ
ッ

ク
カ
ー
が
エ
ン
ト
リ
ー
。憧
れ
て
い

た
車
、希
少
な
車
、懐
か
し
い
車
が
並

ん
だ
中
心
商
店
街
は
、参
加
車
両
の

オ
ー
ナ
ー
と
の
交
流
や
車
談
義
が
盛

り
上
が
り
、来
場
者
は
カ
メ
ラ
を
片

手
に
熱
心
に
見
入
っ
て
い
ま
し
た
。

今
回
で
９
回
目
を
迎
え
た
こ
の
イ

ベ
ン
ト
。平
成
10
年
度
「
高
畠
町
交

通
安
全
町
民
大
会
」の
一
環
と
し
て

始
ま
り
、ク
ラ
シ
ッ
ク
カ
ー
を
通
じ

ク
ラ
シ
ッ
ク
カ
ー
レ
ビ
ュ
ー
IN
高
畠

山
形
県
高
畠
町
交
通
安
全
啓
発
事
業

2014

て
町
の
み
な
さ
ん
の
交
通
安
全
意
識

の
向
上
と
公
衆
道
徳
の
啓
発
を
は
か

り
、加
え
て
中
心
市
街
地
の
活
性
化

を
目
的
に
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
日
は
、町
立
高
畠
小
学
校
マ
ー

チ
ン
グ
バ
ン
ド
を
先
頭
に
交
通
安
全

啓
発
パ
レ
ー
ド
が
行
わ
れ
、商
工
会

フ
ェ
ス
タ
２
０
１
４
も
た
く
さ
ん
の

人
出
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

会
場
は
Ｙ
Ｂ
Ｃ
山
形
放
送
に
よ
る

ラ
ジ
オ
公
開
生
放
送
が
行
わ
れ
た
ほ

か
、前
夜
祭
に
引
き
続
き
、民
謡
民
舞

少
年
少
女
全
国
大
会
で
２
度
日
本
一

に
輝
い
た
朝
倉
さ
や
さ
ん
に
よ
る
ス

テ
ー
ジ
が
披
露
さ
れ
、来
場
者
を
魅

了
し
て
い
ま
し
た
。
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平
成
25
年
度
の
一
般
会
計
決
算

は
、
歳
入
が
１
１
７
億
８
５
７
３
万

円
（
前
年
度
比
8.4
％
増
）、
歳
出
が

１
１
３
億
７
９
３
５
万
円
（
前
年
度
比

9.7
％
増
）
と
な
り
、
歳
入
か
ら
歳
出
を
差

し
引
い
た
形
式
収
支
は
４
億
６
３
８
万

円
、
こ
の
う
ち
翌
年
度
に
繰
り
越
す
べ
き

財
源
５
７
１
２
万
円
を
差
し
引
い
た
実
質

収
支
は
３
億
４
９
２
６
万
円
と
な
り
ま
し

た
。

　

平
成
25
年
度
は
、
高
畠
中
学
校
整
備
事

業
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
た
め
、
前
年
度

に
比
べ
て
決
算
規
模
が
大
幅
に
増
加
し
ま

し
た
。

　

歳
出
額
を
町
民
一
人
当
た
り
に
使
わ
れ

た
お
金
と
し
て
計
算
す
る
と
46
万
８
５
２

円
と
な
り
、
前
年
度
よ
り
４
万
７
１
４
８

町 税 の 構 成 比

【地方交付税】標準的な行政運営のために国から交
付されるお金

【町税】町民税や固定資産税など
【町債】道路や建物などを整備するための借入金
【国・県支出金】補助金など特定の目的のため国や

県から支出されるお金
【繰越金】翌年度の財源として繰り越す決算上の剰

余金
【繰入金】町の貯金（基金）を下ろしたお金など
【地方消費税交付金】消費税５％のうちの１％分が

地方に配分されるもの
【地方譲与税】地方揮発油税および自動車重量税か  

らの譲与金
【諸収入】融資制度元利収入、受託業務収入など
【その他】使用料および手数料、分担金および負担

金、利子割交付金、自動車取得税交付金、地方
特例交付金、寄付金など

■なるほど財政用語（歳入編）

町民税
9億3134万円

固定資産税
9億9881万円

軽自動車税 6349万円

市町村たばこ税
1億8768万円

都市計画税
1億4359万円

※そのほかに入湯税43万円があります。都市計画税と入　
湯税は目的税となっており、都市計画税は下水道事業や　
街路事業、過去の都市計画事業の起債の償還などに充て　
られています。また、入湯税は消防施設や観光施設の整　
備・広告などに充てられています。

地方債残高の推移

0

100

105

（億円）

歳入総額
117億8573万円
町民１人あたり

47万7310円

地方交付税
40億6173万円

（34.5％）

町税
23億2534万円

（19.7％）

町債
16億622万円

（13.6％）

県支出金
7億3512万円

（6.3％）

国庫支出金
13億5914万円

（11.5％）

繰越金
4億9743万円

（4.2％）

地方消費税交付金
2億982万円（1.8％）
地方譲与税
　1億5214万円（1.3％）

諸収入・その他
　5億5246万円（4.7％）

繰入金
2億8633万円
（2.4％）

一般会計の歳入状況
歳入総額117億8573万円

町民１人あたり46万852円
113億7935万円

※平成 26 年４月１日住基人口　24,692 人

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

103億3792万円

一．自然と歴史を大切にし、調和のあるまちをつくります。高畠町町民憲章
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公 営 企 業 会 計
会　計　名 収　　　入 支　　　出

水道事業
収益的 5億1313万円 4億5253万円

資本的 1億8431万円 2億7593万円

病院事業
収益的 24億2193万円 22億4158万円

資本的 1億4739万円 3億6679万円

特　　別　　会　　計
会　計　名 歳　　　入 歳　　　出

下 水 道 事 業 8億8934万円 8億8125万円

農業集落排水事業 7090万円 6917万円

特定地域生活排水事業 8662万円 8238万円

飲 料 水 供 給 事 業 347万円 284万円

国民健康保険事業 31億671万円 28億8207万円

介 護 保 険 事 業 21億4564万円 21億498万円

後期高齢者医療事業 2億976万円 2億822万円

訪 問 看 護 事 業 1503万円 1446万円

高 畠 財 産 区 170万円 168万円

二 井 宿 財 産 区 342万円 332万円

屋 代 財 産 区 109万円 107万円

和 田 財 産 区 270万円 264万円

【民生費】子どもや老人、障がい者など福祉全般に
使うお金

【教育費】小中学校の管理、図書館、公民館活動、
生涯学習の推進、スポーツ振興などに使うお金

【総務費】町財産の管理、企画、税務、住民登録、
選挙、統計事務などに使うお金

【土木費】道路や河川整備、町営住宅や公園の管理
などに使うお金

【衛生費】保健衛生やごみ処理、病院・水道会計の
運営補助に使うお金

【公債費】建設事業などで借り入れた借金の返済金
【商工費】商工業の振興、工業用水道、その他観光

事業などに使うお金
【消防費】消防署や消防団の運営、防災資材の整備

などに使うお金
【農林水産業費】農産物の生産振興や農地保全、山

林振興などに使うお金
【議会費】議員の報酬、行政調査、議会だよりなど

に使うお金
【労働費】勤労者への貸付や保証などに使うお金
【災害復旧費】災害時にその復旧に使うお金

円
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
町

民
一
人
当
た
り
の
借
入
金
残
高
は
、

41
万
８
６
７
４
円
で
、
昨
年
度
よ
り

３
万
５
０
７
７
円
増
加
し
て
い
ま
す
。

  

平
成
25
年
度
は
、「
地
域
産
業
の
振
興

と
省
エ
ネ
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略

の
展
開
」、「
子
育
て
環
境
の
支
援
と
健
康

づ
く
り
・
良
質
な
医
療
の
提
供
」、「
教
育

環
境
の
整
備
充
実
と
自
立
性
豊
か
な
人
づ

く
り
の
推
進
」
に
重
点
を
置
き
、
ハ
ー
ド

事
業
で
は
高
畠
中
学
校
建
設
事
業
、
町
道

竹
森
中
里
線
整
備
事
業
、
防
災
拠
点
施
設

整
備
事
業
、
戦
略
的
園
芸
産
地
拡
大
支
援

事
業
等
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ソ
フ
ト
事
業
で
は
、
地
域
総
合

整
備
資
金
貸
付
事
業
、
住
民
保
健
事
業
、

乳
幼
児
・
妊
産
婦
健
診
事
業
、
ご
み
ゼ
ロ

モ
デ
ル
事
業
等
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

歳出総額
113億7935万円
町民１人あたり

46万852円

民生費
27億5826万円

（24.2％）

総務費
16億6142万円

（14.6％）

教育費
21億6932万円

（19.1％）

衛生費
10億4287万円

（9.2％）

土木費
11億14万円
（9.7％）

公債費
10億1102万円

（8.9％）

消防費
4億1044万円

（3.6％）

農林水産業費
3億3085万円

（2.9％）
議会費・労働費・
災害復旧費
2億8968万円（2.5％）

商工費
6億535万円
（5.3％）

一般会計の歳出状況
歳出総額113億7935万円

■なるほど財政用語（歳出編）

平成 25 年度一般会計決算

歳出総額は 113億7935万円
▶問合せ先／町企画財政課財政係

☎�１７４０

一．からだをきたえ温かい心を育て、生きがいのあるまちをつくります。高畠町町民憲章



6       2014.11

高畠町の健全化判断比率および資金不足比率についてお知らせします

この比率は、町の財政状況を判断するための指標で、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」

に基づき算定しました。

■□健全化判断比率とは ? □■
▶実質赤字比率	・・・・・一般会計等※

１ を対象とした実質赤字額の標準財政規模※
２ に対する比率

▶連結実質赤字比率・・・全会計 ( 財産区除く ) を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率
▶実質公債費比率・・・・一般会計等が負担する借入金償還金の標準財政規模に対する比率
▶将来負担比率・・・・・公営企業、出資法人等に係るものも含め、一般会計等が将来負担すべき実質
　　　　　　　　　　　　的な負債の標準財政規模に対する比率

■□高畠町の平成 25 年度健全化判断比率□■	     ( 単位：％ )

健全化判断比率 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

高畠町 － － 12.6 82.2

( 早期健全化基準 ) *A (14.15) 19.15 (25.0) (350.0)

( 財政再生基準 ) *B (20.0) (30.0) (35.0) -

解説 1…実質赤字比率および連結実質赤字比率は、前年度と同様、それぞれ黒字決算のため  

　　　　比率はありません。( 健全段階 )

解説 2…実質公債費比率は、前年度の 13.5％から 0.9 ポイント改善しました。

解説 3…将来負担比率は、前年度の 87.1 から 4.9 ポイント改善し、早期健全化基準の 23.5％  

　　　　で健全段階といえます。

高畠町の健全化判断比率は４指標とも健全段階です
○早期健全化基準*Aを超えた場合は「財政健全化計画」を策定・・・自主的な財政健全化

○財政再生基準*Bを超えた場合は「財政再生計画」を策定・・・国等の関与による財政再生

■□資金不足比率とは ? □■
▶資金不足比率・・・公営企業会計に係る資金足額の事業規模 ( 営業収益・医業収益等 ) に対する比率

【高畠町公営企業の平成 25 年度資金不足比率】( 単位：％ )
公営企業会計等の名称 資金不足比率 経営健全化基準

水道事業会計 － 20.0 

病院事業会計 － 20.0 

下水道事業特別会計 － 20.0 
農業集落排水事業

特別会計
－ 20.0 

特定地域生活排水

処理事業特別会計
－ 20.0 

解説…今年度は対象事業全てが黒字決算のため比率はありません。( 健全段階 )

【用語解説】
○一般会計等※

１ …普通会計として毎年総務省に財政状況を報告している会計で、当町の場合一般会計と
　　　　　　　  飲料水供給事業会計を合わせたもの。
○標準財政規模※

２ …地方公共団体の標準的な行政運営に必要な一般財源の規模。標準税収入、普通交付税、
　　　　　　　　 地方譲与税等の合計で、H25 標準財政規模は 6,698,072 千円。

▶問合せ先／町企画財政課財政係　☎（52）１７４０

一．誇りと喜びをもって働き、活力のあるまちをつくります。高畠町町民憲章



平
成
28
年
４
月
開
校

高
畠
中
学
校
開
校
準
備
通
信

心
身
と
も
に
健
全
な
生
徒
の
育
成
の
た
め
に
！

▼
問
合
せ
先
／

町
教
育
委
員
会
教
育
総
務
課
中
学
校
開
校
準
備
係

☎
�
４
４
７
４

高畠中校章

建
設
現
場
見
学
の
様
子

―
Ｐ
Ｔ
Ａ
準
備
委
員
会
が
発
足
―

９
月
16
日
㈫
19
時
よ
り
、
中
央
公

民
館
に
お
い
て
第
１
回
Ｐ
Ｔ
Ａ
準
備
委

員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
の
目
的
を
「
保
護
者

と
教
職
員
が
協
力
し
て
、
家
庭
、
学
校

お
よ
び
地
域
に
お
け
る
生
徒
の
心
身
と

も
に
健
全
な
成
長
を
図
る
こ
と
」と
し
、

設
置
す
る
会
議
や
委
員
会
、
専
門
部
等

を
決
定
し
ま
し
た
。

Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
を
円
滑
に
ス
タ
ー
ト

さ
せ
る
た
め
に
、
活
動
方
針
案
や
事
業

計
画
案
、
役
員
の
選
出
方
法
等
に
つ
い

て
検
討
を
進
め
て
参
り
ま
す
。

平
成
28
年
度
の
教
育
活
動
計
画
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

各
中
学
校
の
教
育
活
動
の
よ
さ
を

生
か
し
つ
つ
、
新
た
な
中
学
校
に
ふ
さ

わ
し
い
学
校
教
育
を
子
ど
も
た
ち
に
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
準
備
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

～進捗状況のお知らせ～
校舎棟 64.5％
体育館棟 56.0％
テニスコート 46.0％
防災拠点施設 32.0％

※開校準備だよりを、高畠町ホームページに掲
　載しております。

３年間の学校教育のなかで、より生徒の進路
学習に役立つためには、どのような時期にどの
ような方法で修学旅行を実施するのがよいのか、
という視点から検討します。

220 人を超える学年規模になりますので、内
容やコース、利用交通機関等について様々な情
報を収集して準備を進めます。

修 学 旅 行
進路学習の一環として、職場体験学習を今後

も実施していきます。多人数になりますので、
町内全域にご協力の依頼をさせていただきます。
これまで、各中学校の職場体験を受け入れてく
ださった事業所には、高畠中学校開校後も引き
続きお願いいたします。また、新たな受け入れ
先が必要ですので、ご協力の程よろしくお願い
します。

職 場 体 験 学 習

委 員 長／猪野	繁彦（一中ＰＴＡ会長）
副委員長／石山	和義（二中ＰＴＡ会長）
副委員長／平井	良寿（三中ＰＴＡ会長）
副委員長／竹田	義行（四中ＰＴＡ会長）
委　　員／各中学校ＰＴＡ副会長
　　　　　各中学校教頭

生
徒
の
将
来
を
切
り
拓
く
進
路
学

習
に
つ
い
て
は
、
修
学
旅
行
や
職
場
体

験
と
関
連
さ
せ
て
体
験
的
な
学
び
を
充

実
さ
せ
ま
す
。

10 月 16 日現在。順調に工事が進んでい
ます。工程の遅れはありません。

▲班別自主研修の様子（今年度の様子） ▲事業所での職業体験（今年度の様子）

▼▶ 10月 10日㈮
町立二井宿小学校３年生

       2014.117

一．たがいに学び合い文化を高め、知性のあるまちをつくります。高畠町町民憲章
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遠
く
の
山
々
が
色
づ
き
始
め
、

赤
や
黄
色
に
染
ま
る
の
も
、
も
う
す

ぐ
で
す
ね
。
お
天
気
の
良
い
日
は
、

お
子
さ
ん
と
一
緒
に
お
外
に
出
て
ド

ン
グ
リ
や
ま
つ
ぼ
っ
く
り
、
落
ち
葉

拾
い
な
ど
を
し
な
が
ら
秋
を
楽
し
み

た
い
も
の
で
す
。

▼
問
合
せ
先
／
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

（
町
総
合
交
流
プ
ラ
ザ
内
）

☎
�
０
３
５
０

― 

友
だ
ち
の
輪
・
交
流
の
輪
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
げ
ま
し
ょ
う 

―

髙
たかはし

橋 結
ゆ あ

愛 ちゃん

平成25年11月18日生（泉岡）

我が家の箱入り娘♡

猪
い の

野 樹
じ ゅ り

梨 ちゃん

平成25年11月14日生（上和田３）

甘い物が大好きな
我が家のアイドル♥

　平成26年12月号に掲載するのは、平成25年12月中に生まれた町内在住のお子さ
んです。
♪申込締切／ 11月12日㈬
♪申込先／町企画財政課広聴広報係　☎（52）４４７６
♪申込書がございますので、写真を持参のうえ町企画財政課までお越しください。
　現像済み写真・データ共に可能です。

満１歳になるお子さんを募集します

未来っ子登場Children

平成25年
11月生まれ

子

育

て

通

信

さ
て
、
今
月
は
育
児
サ
ー
ク
ル

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

高
畠
町
に
は
「
え
く
ぼclub

」

「Cococara

（
コ
コ
カ
ラ
）」
の
２

つ
の
育
児
サ
ー
ク
ル
が
あ
り
ま
す
。

マ
マ
と
お
子
さ
ん
が
、
お
散
歩

や
、
ク
ッ
キ
ン
グ
、
ヨ
ガ
な
ど
を
し

な
が
ら
、
毎
月
活
動
し
て
い
ま
す
。

マ
マ
同
士
の
情
報
交
換
や
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
に
も
な
り
、
お
子
さ
ん
も
お
友

だ
ち
と
一
緒
に
い
ろ
い
ろ
な
経
験
が

出
来
ま
す
よ
。
み
ん
な
と
ワ
イ
ワ
イ

遊
ん
だ
り
、
お
話
を
し
な
が
ら
楽
し

み
た
い
！
と
思
っ
て
い
る
方
は
、
一

度
見
学
を
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
？

各
サ
ー
ク
ル
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

も
あ
り
ま
す
の
で
、
支
援
セ
ン
タ
ー

ま
で
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

９
月
末
に
は
、
普
段
の
お
楽
し

み
の
時
間
に
、
サ
ー
ク
ル
の
方
よ

り
『
ヨ
ガ
』
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
参
加
さ
れ
た
方
は
、「
久
し

ぶ
り
に
体
を
動
か
し
て
、
気
持
ち
良

か
っ
た
」
と
喜
ん
で
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
交
流
の
輪
が
ど

ん
ど
ん
広
が
る
よ
う
、
私
た
ち
ス

タ
ッ
フ
も
お
手
伝
い
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

▶
そ
れ
、気
持
ち
い
～
い
!!

▶
心
も
体
も
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
ま

し
た
！

丸
まるやま

山 さくら ちゃん

平成25年11月12日生（青葉町）

野菜大好きです (^^)

　　   一．郷土を愛し若い力を伸ばし、希望のあるまちをつくります。高畠町町民憲章

高
畠
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
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整
骨
院
・
接
骨
院
の

　

施
術
を
受
け
ら
れ
る
方
へ

◆
骨
折
、脱
臼
、打
撲
、ね
ん
挫（
い
わ

ゆ
る
肉
ば
な
れ
を
含
む
）の
施
術
を

受
け
た
場
合
に
保
険
の
対
象
と
な
り

ま
す
。（
骨
折
お
よ
び
脱
臼
に
つ
い
て

は
、緊
急
の
場
合
を
除
き
、あ
ら
か
じ

め
医
師
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要

で
す
。）

◆
骨
・
筋
肉
・
関
節
の
ケ
ガ
や
痛
み

　

で
、
そ
の
負
傷
原
因
が
は
っ
き
り

　

し
て
い
る
と
き
。

▽
主
な
負
傷
例

　

日
常
生
活
や
ス
ポ
ー
ツ
中
に
転
ん

　

で
膝
を
打
っ
た
り
、
足
首
を
捻
っ

　

た
り
し
て
急
に
痛
み
が
で
た
と
き
。

健
康
保
険
を
使
え
る
の
は

　
　
　
　
　

ど
ん
な
と
き
？

治
療
を
受
け
る
時
の
注
意

◆
単
な
る
肩
こ
り
、
筋
肉
疲
労
な
ど　

に
対
す
る
施
術
は
保
険
の
対
象
に　

な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
症
状
で
施
術
を
受
け　

　

た
場
合
は
全
額
自
己
負
担
に
な
り　

　

ま
す
。

◆
療
養
費
は
、
本
来
患
者
が
費
用
の

　

全
額
を
払
っ
た
後
、
自
ら
保
険
者

　

へ
請
求
を
お
こ
な
い
支
給
を
受
け

　

る「
償
還
払
い
」が
原
則
で
す
が
、

　

柔
道
整
復
に
つ
い
て
は
、
例
外
的

　

な
取
り
扱
い
と
し
て
、
患
者
が
自　

　

己
負
担
分
を
柔
道
整
復
師
に
支
払

　

い
、柔
道
整
復
師
が
患
者
に
代

　

わ
っ
て
残
り
の
費
用
を
保
険
者
に

　

請
求
す
る
「
受
領
委
任
」
と
い
う

　

方
法
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
多
く
の
整
骨
院
・
接

　

骨
院
等
の
窓
口
で
は
、
病
院
・
診

　

療
所
に
か
か
っ
た
と
き
と
同
じ
よ

　

う
に
自
己
負
担
分
の
み
支
払
う
こ

　

と
に
よ
り
、
施
術
を
受
け
る
こ
と

　

が
で
き
ま
す
。

◆
柔
道
整
復
師
が
患
者
の
方
に
代

　

わ
っ
て
保
険
請
求
を
行
う
た
め
、

　

施
術
を
受
け
る
と
き
に
は
、
必
要

　

書
類
に
患
者
の
方
の
サ
イ
ン
を
い

　

た
だ
く
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先
／
町
町
民
課
医
療
給
付

　

係　
　
　
　
　
　

☎
�
１
３
２
７

子育て
支援医療証

《子育て支援医療証》

　今月子育て支援医療証をお

送りする方は、誕生日が11月

２日から12月１日までの方で

す。

　今月中旬にお送りしますの

で、ご確認ください。

《国民健康保険高齢受給者証

交付説明会のご案内》

来月12月から高齢受給者

証の交付対象となる方は、昭

和19年11月２日～昭和19年

12月１日生まれの方です。

該当者には11月20日㈭ま

でに説明会の案内をお送りし

ますので、案内が届きました

ら説明会への出席をお願いし

ます。

高齢受給者証

今
月
の医

療
証

国保以外の方は、現在加入している健康保険

より交付されます。▶問合せ先／町町民課医療給付係　☎（52）１３２７

発生件数（増減） 死者数（増減） 負傷者数（増減）

高畠町 102（－25） ０（－１） 122（－36）

南陽市 143（－２） ３（＋３） 194（－12）

　　　※増減は前年同時期との比較です

平成26年９月30日現在の交通事故発生状況

夜光反射材の着用で交通事故防止に努めましょう
◇道路横断時の安全確認や夜光反射材の着用など、交通事故防止に努めましょう。
◇薄暗くなり始めたと感じたら、早めにヘッドライトを点灯しましょう。
◇飲酒運転を「しない、させない、許さない」を徹底しましょう。
◇全ての座席で必ずシートベルト・チャイルドシートを着用しましょう。
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児童虐待 ①児童相談所全国共通ダイヤル　　☎０５７０（０６４）０００
　（お住まいの地域の児童相談所につながります。24時間対応）
②山形県中央児童相談所　　　　　☎０２３（６２７）１１９５（24時間対応）
③高畠町福祉課児童福祉係　　　　☎（52）２８６４（平日８時30分～17時15分）
　（休日夜間受付）　　　　　　　　☎（52）１１１１（役場宿日直受付）

～ためらわず知らせてつなぐ命の輪～
　虐待は命や成長を脅かす極めて深刻な人権問題です。早めの対応や支援が、虐待を受ける人だけで
なく、虐待をしてしまう家族などが抱える問題の解決にもつながります。虐待をなくす見守りの輪を
広げ、児童、高齢者、障がい者を虐待から守りましょう。少しでも「おかしいな、虐待かな？」と思っ
たら、どんな小さなことでも下記相談窓口へご連絡ください。連絡した人の個人情報は守秘義務によ
り守られます。また、匿名で行うことも可能です。

11 月は児童虐待防止推進月間です

高齢者虐待 高畠町福祉課包括支援係　　　　　☎（52）４４９５（平日８時30分～17時15分）
　（休日夜間受付）　　　　　　　　☎（52）１１１１（役場宿日直受付）

障がい者虐待 高畠町福祉課障がい者福祉係　　　☎（52）４４７３（平日８時30分～17時15分）
　（休日夜間受付）　　　　　　　　☎（52）１１１１（役場宿日直受付）

【身体的虐待】殴る、蹴る、たたく、たばこの火を押し付けるなど
【心理的虐待】言葉による脅し、子どもの目の前で家族に暴力をふるうなど
【ネグレクト】食事を与えない、極端に不衛生的な環境の中で生活させるなど
【性 的 虐 待】わいせつな行為をすること、またわいせつな行為をさせること
保護者にとっては「しつけ」のつもりでも、その行為が子どもの心身を傷つけ
ものであれば「虐待」です。

●虐待の種類

●しつけと虐待

高畠町では「高畠町虐待等防止ネットワーク会議」を設置し関係機関が連携し対応しています。

南陽市東置賜郡医師会　平成 26 年度山形県医師会地域保健研究事業

『いつまでも家族とともに明るく楽しく
　～病院から地域に～』

▶日時／ 11 月 30 日（日）　13 時～ 15 時
▶場所／高畠町中央公民館
▶問合せ先／南陽市東置賜郡医師会
 　　　　　☎（43）４４１４
 町福祉課　☎（52）４４９５

第１部　講演「地域で生ききる
　　　　　　　　　　　～在宅医療の実際～」
第２部　パネルディスカッション

日本赤十字社では、災害義援金および救援金の受付を行っております。みなさまのあたた
かいご支援・ご協力をお願いいたします。

また、郵便振替による寄付をご希望の場合は、お手数ですがお問い合わせください。

義援金および救援金名称 受付期間
１ 2014 年西アフリカ エボラ出血熱救援金 平成 26 年 11 月 28 日（金）まで
２ 平成 26 年広島県大雨災害義援金 平成 26 年 12 月 26 日（金）まで
３ ７．９南木曽町豪雨災害義援金 平成 27 年３月 31 日（火）まで４ シリア・イラク人道危機救援金

▶受付・問合せ先／町福祉課地域福祉係　☎（52）３５６４

災害義援金・救援金を受け付けています

「山形発！鶴岡発！在宅医療の現場」
～家族が安心できる、地域の連携～（DVD 上映）

在宅医療・介護　市民公開講座在宅医療・介護　市民公開講座
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ご存知ですか？ 母子・父子・児童の福祉～経済支援～
児童手当
▶ 対 象 者 ／中学 3 年生までの児童を養育している方
▶支給時期／６月・10 月・２月
▶支給期間／児童が 15 歳に達した年度末まで

児童扶養手当
▶対 象 者 ／離婚等でひとり親になった場合や、児

童の父または母に一定の障害がある場合などにそ
の児童を養育している方

▶支給時期／４月・８月・12 月
▶支給期間／児童が 18 歳に達した年度末まで

（障がいのある児童は 20 歳未満まで）

特別児童扶養手当
▶ 対 象 者 ／重度から中度の障がいを持った児童を在

宅で養育している方
▶支給時期／４月・８月・11 月
▶支給期間／児童が 20 歳未満まで

母子父子寡婦福祉資金
母子家庭、父子家庭および寡婦等に対し、低利子または無利子で各種資金の貸付を行います。

▶問合せ先／町福祉課児童福祉係　☎（52）２８６４

【支給月額】
３歳未満 15,000 円
３歳以上～小学校修了前（第１子・第２子）10,000 円
３歳以上～小学校修了前（第３子） 15,000 円
中学生 10,000 円
所得が一定額を超える場合 5,000 円

【支給月額】

お子さんの数・受給者の所得によって異な
ります。受給者の所得が一定額を超える場合
は支給されません。（2 人目は 5,000 円、３人
目は 3,000 円加算）

児童一人の場合
全部支給 41,020 円
一部支給 41,010 円～ 9,680 円

【支給月額】

受給者等の所得が一定額を超える場合は支
給されません。

１級 49,900 円
２級 33,230 円

介護保険の要介護認定を受けている方で、一定の基準に該当する場合、税の障害者控除が
受けられます。該当するかどうかは、その方によって異なりますので、町福祉課介護保険係に
お問い合わせください。

該当する場合、申請により「障害者控除対象者認定証」を 12 月１日より発行しますので、
税の申告に間に合うよう早めに申請をお願いします。

▶問合せ先／町福祉課介護保険係☎（52）１２８８

要介護認定を受けている方へ

税の障害者控除が受けられます

障がい者の暮らしと支援を考えるシンポジウム
『発達障がい』特に『自閉症』について理解を深め、地域の中で支え合うための私たちの役割について

考えるシンポジウムを開催します。

▶日時／ 11 月６日㈭ 18 時 45 分～ 20 時 30 分
▶場所／高畠町中央公民館大会議室
▶講演／「発達障がい児を地域で支えていくために」
　　　　　講師：ＮＰＯ法人ゆめじろうケアスタッフ
　　　　　　　　山本 浩人氏（愛知県在住）

▶パネルディスカッション
　　コーディネーター　山本 浩人氏
　　パネリスト　主任児童委員　冨澤 久美子 氏
　　　　　　　　たかはたこども園主任保育士
　　　　　　　　　　　　　　　　菊池 陽子 氏
　　　　　　　　町健康推進課健康増進係長
　　　　　　　　　　　　　　　　嶋倉 淳子 氏
▶申込・問合せ先／町福祉課障がい者福祉係
　　　　　　　　　　　　　　☎（52）４４７３
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ね ん き ん 月 間11 月は

国
民
年
金
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

国
民
年
金
の
被
保
険
者
（
加
入
者
）
は
、
職
業
な
ど
で
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

就
職
な
ど
で
被
保
険
者
の
グ
ル
ー
プ
が
変
わ
る
方
は
、
届
出
が
必
要
で
す
。
手
続
き
を
忘
れ
る
と
、
将
来
、

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

届出が必要なとき 手続きに必要なもの

20歳になったとき
（厚生年金・共済組合に加入してい

る方は手続不要です）

○国民年金被保険者資格取得届（ハガキ）※1

○印鑑
○学生証または在学証明書
　（学生納付特例申請をする場合）

会社員や公務員が退職したとき※2

○退職日のわかる書類
　（健康保険等資格喪失連絡票、離職票など）
○印鑑
○年金手帳

配偶者が退職したとき、配偶者の
扶養でなくなったとき※2

○扶養からはずれた日がわかる書類
○印鑑
○年金手帳

※ 1　国民年金被保険者資格取得届（ハガキ）は20歳の誕生日の前月に日本年金機構から
　　  住所地へ郵送されます。
※ 2　国民健康保険への加入と同時に手続きすることができます。

国民年金被保険者（20歳以上60歳未満）のグループ
【第１号被保険者】 【第２号被保険者】 【第３号被保険者】

農業や自営業者、無
職、学生、会社などに
勤めていても厚生年金
に加入していない方。
保険料は、日本年金機
構が送付する納付書に
より金融機関などで納
めていただきます。

厚生年金に加入して
いる会社員や共済年金
に加入している公務
員。加入の手続きや保
険料の納付は会社など
が行いますので、自分
で行う必要はありませ
ん。

第２号被保険者に扶
養されている配偶者。
保険料は配偶者が加入
する厚生年金などの制
度全体が負担しますの
で個別に納める必要は
ありませんが、配偶者
の勤務先に届出をしな
いと第３号被保険者と
して扱われません。

口
座
振
替
・
前
納
を

　
　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

今
年
度
の
第
１
号
被
保
険
者
の

保
険
料
は
、
月
額
１
５
、２
５
０
円

で
す
。

１
年
分
や
半
年
分
を
ま
と
め
て

納
め
る「
前
納
制
度
」
を
利
用
す
る

と
、
保
険
料
が
割
引
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、
口
座
振
替
に
す
る
と
納
め
忘
れ

る
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
年
金
事
務
所
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

控
除
証
明
書
が
届
き
ま
す

11
月
上
旬
に
、
日
本
年
金
機
構

か
ら「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
が
郵
送
さ
れ
て

き
ま
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告
ま

で
大
切
に
保
管
し
必
ず
添
付
し
て
く

だ
さ
い
。

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は
全

額
、
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
保
険
料
の
未
納
が
あ
る
方

は
、
年
内
に
納
付
す
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

▼
手
続
き
・
問
合
せ
先
／

　

町
町
民
課
住
民
年
金
係

☎
�
１
３
４
５

　

米
沢
年
金
事
務
所
☎
�
４
２
２
０

11（いい）月 30（みらい）日は「年金の日」 年金記録や将来の年金受取見込額を確認し、高齢期
の生活設計について考えてみませんか。

米沢年金事務所では週末相談日を開所しますのでお
気軽にご相談ください。

○週末相談日／ 11 月 30 日（日）
　9 時 30 分から 16 時まで
※年金手帳などの本人確認ができる書類をお持ちく
　ださい。

11 月 30 日は
「年金の日」

です
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1
．
お
医
者
さ
ん
の
か
け
も
ち
は
や

　
　

め
ま
し
ょ
う
。

2
．
時
間
外
・
休
日
受
診
は
な
る
べ

　
　

く
避
け
ま
し
ょ
う
。

1
．
医
療
費
は
ど
れ
く
ら
い
？

　
お
知
ら
せ
に
か
か
れ
て
い
る
金
額

は
医
療
機
関
で
か
か
っ
た
総
額
（
10

割
分
）
で
す
の
で
、
実
際
ど
れ
く
ら

い
の
医
療
費
が
か
か
っ
て
い
る
の
か

が
わ
か
り
ま
す
。

2
．
医
療
機
関
は
何
か
所
？

　
診
療
を
受
け
た
医
療
機
関
が
一
覧

で
わ
か
る
の
で
、
複
数
の
医
療
機
関

を
か
け
も
ち
し
た
り
（
重
複
受
診
）

し
て
い
な
い
か
ど
う
か
な
ど
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
診
状
況
な

ど
を
確
認
し
、
自
分
の
健
康
管
理
に

役
立
て
ま
し
ょ
う
。

国
民
健
康
保
険
	医
療
費
の
お
知
ら
せ

　
家
族
（
国
保
加
入
者
）
の
誰
が
、

い
つ
、
ど
こ
の
医
療
機
関
で
ど
れ
く

ら
い
受
診
し
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
ん
な
こ
と
が
分
か
り
ま
す
!!

医
療
を
受
け
る
と
き
は

次
の
こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う

こ
こ
を
チ
ェ
ッ
ク
!!

　
高
畠
町
国
民
健
康
保
険
で
は
２
か
月
に
一
度
、
は
が
き
形
式
で

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

3
．
薬
は
必
要
な
分
だ
け
も
ら
い
ま

　
　

し
ょ
う
。

4
．
か
か
り
つ
け
医
を
も
ち
ま
し
ょ

　
　

う
。

5
．
お
医
者
さ
ん
を
信
頼
し
、
指
示

　
　

を
守
り
ま
し
ょ
う
。

6
．
特
定
健
診
を
受
け
、
生
活
習
慣

　
　

病
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

　
長
い
間
会
社
な
ど
に
勤
め
、
厚
生
年
金
保
険
な
ど
か
ら
年
金
を
受
け
ら
れ
る
方
が
、

退
職
し
て
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
る
と
き
、
本
人
お
よ
び
被
扶
養
者
の
方
に
は
、

「
退
職
者
医
療
制
度
」
に
も
加
入
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
退
職
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
社
会
保
険
診

療
報
酬
支
払
基
金
か
ら
高
畠
町
国
民

健
康
保
険
に
交
付
金
を
受
け
ら
れ
、

町
国
保
会
計
が
安
定
し
、
将
来
的
に

国
保
税
の
引
き
上
げ
抑
制
に
つ
な
が

り
ま
す
。
該
当
資
格
の
あ
る
方
は
、

必
ず
ご
加
入
く
だ
さ
い
。

　

退
職
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
も

国
保
税
額
や
医
療
機
関
窓
口
で
の
自

己
負
担
割
合
（
３
割
負
担
）
は
変
わ

り
ま
せ
ん
。

対
象
者

退
職
被
保
険
者（
本
人
）と
な
る
方

　

次
の
条
件
の
す
べ
て
に
あ
て
は
ま

る
方
が
、
退
職
被
保
険
者
（
本
人
）

と
な
り
ま
す
。

①
60
歳
〜
64
歳
の
方
で
国
民
健
康
保　

険
に
加
入
し
て
い
る
方
。

②
厚
生
年
金
な
ど
の
年
金
を
受
け
ら　

れ
、
そ
の
加
入
期
間
の
合
計
が
20
年

以
上
、
も
し
く
は
40
歳
以
降
10
年
以

上
あ
る
方
。

被
扶
養
者
と
な
る
方

　

次
の
条
件
の
す
べ
て
に
あ
て
は
ま

る
方
が
、
退
職
被
保
険
者
の
扶
養
家

族
と
な
り
ま
す
。

①
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る　

方
。

②
65
歳
に
達
し
て
い
な
い
方
。

③
退
職
被
保
険
者
本
人
と
同
一
の
世　

帯
に
属
し
、
直
系
尊
属
、
配
偶
者　

お
よ
び
３
親
等
内
の
親
族
、
配
偶　

者
の
父
母
ま
た
は
子
で
あ
る
方
。

④
退
職
被
保
険
者
（
本
人
）
に
よ
っ

て
生
計
が
維
持
さ
れ
て
い
る
方

で
、
向
こ
う
１
年
間
の
収
入
金
額
が

１
３
０
万
円
未
満（
60
歳
以
上
の
方
、

身
障
者
の
方
は
１
８
０
万
円
未
満
）　

で
あ
る
方
。

届
出
に
必
要
な
も
の

◎
年
金
証
書

◎
印
鑑

◎
被
保
険
者
（
本
人
）
ま
た
は
被
扶

養
者
と
な
ら
れ
る
方
の
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証

▼
手
続
・
問
合
せ
先
／

　
町
町
民
課
医
療
給
付
係

☎
�
１
３
２
７

退
職
者
医
療
制
度
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ご存知ですか？

62801234


